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12 石  油  ガ  ス  税 

 

 (1) 課 税 状 況                      (2) 関 係 場 数 

区    分 重   量 税   額 区     分 場  数 

 

平 成 ８ 年 度 

９ 

10 

11 

12 

移 出 （ 引 取 ） 重 量 

控 除 税 額 

差 引 税 額 

過 少 申 告 

無 申 告 

合    計 

ｔ 

151,890 

148,253 

146,067 

146,468 

146,216 

146,216 

- 

- 

- 

- 

- 

千円

2,657,891

2,595,930

2,556,163

2,563,454

2,560,780

2,560,780

8,886

2,551,717

175

254

2,552,144

課 税 人 員 3,844 人 

 

平 成 ８ 年 度 

９ 

10 

11 

12 

充てんを  営 業 用 ス タ ン ド 

業とする  自 家 用 ス タ ン ド 

もの    着脱式容器の充てん場 

そ の 他 

合     計 

      原 料 用 

      熱 源 用 

場

     327 

     325 

     326 

     330 

     319 

     180 

      24 

     114 

       1 

     319 

       - 

       1 

 

還 付 金 額 

納 期 延 長 税 額 

千円

               -  

            32,086 

  調査時点：平成 13 年３月 31 日 

 調査対象：申告又は処理による課税事績 

 調査期間：平成 12 年４月１日から平成 13 年３月 31 日まで 

 

 

 

 (3) 免 除 状 況 

区          分 件        数 重        量 

 

  輸 出 免 除   

 

         原 料 用 

  特定用途免税 

         熱 源 用 

 

  駐 留 軍 用 免 除 

 

  そ の 他 

 

計 

 

              件 

            - 

 

            - 

 

            - 

 

            - 

 

            - 

 

            - 

 

              ｔ 

            - 

 

            - 

 

            - 

 

            - 

 

            - 

 

            - 

 

 調査期間：申告による免除事績 

 調査期間：平成 12 年４月１日から平成 13 年３月 31 日まで 

加算税 

免税場数 
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 (4) 税務署別課税状況 

関    係    場    数  

税 務 署 名 

移 出 

（引取） 

重 量 

 

税 額 

 

差引税額

 

課税人員 営 業 用

スタンド

自 家 用

スタンド

着脱式容器 

の充てん場 
そ の 他 計 

 
岐 阜 北 
岐 阜 南 
大 垣 
高 山 
多 治 見 

関 
中 津 川 
岐 阜 県 計 

 
静 岡 
浜 松 西 
浜 松 東 
沼 津 
清 水 
熱 海 
三 島 
島 田 
富 士 
磐 田 
掛 川 
藤 枝 
下 田 
静 岡 県 計 

 
千 種 
名 古 屋 東 
名 古 屋 北 
名 古 屋 西 
名古屋中村 
名 古 屋 中 
昭 和 
熱 田 
中 川 
名古屋市計 

 
豊 橋 
岡 崎 
一 宮 
尾 張 瀬 戸 
半 田 
津 島 
刈 谷 
豊 田 
西 尾 
小 牧 
新 城 
愛 知 県 計 
(除名古屋市計) 

津 
四 日 市 
伊 勢 
松 阪 
桑 名 
上 野 
鈴 鹿 
尾 鷲 
三 重 県 計 

 
総 計 

ｔ 
4,003 
4,124 
1,617 
826 

2,248 
853 
768 

14,439 
 

6,171 
4,861 
2,822 
4,905 
2,813 
2,580 

Ｘ 
1,049 
5,241 
1,087 
1,535 
2,009 

Ｘ 
37,286 

 
Ｘ 
- 
Ｘ 

12,809 
- 
Ｘ 
Ｘ 
Ｘ 

9,469 
55,704 

 
3,810 
1,747 
2,063 
1,054 
2,338 
879 

3,027 
8,917 

Ｘ 
4,011 

Ｘ 
28,649 

 
1,277 
3,686 
1,219 
1,059 

Ｘ 
1,173 
1,036 

Ｘ 
10,138 

 
146,216 

千円 
70,053 
72,173 
28,300 
14,449 
39,348 
14,929 
13,435 
252,687 

 
107,991 
85,063 
49,382 
85,844 
49,224 
45,156 

Ｘ 
20,307 
91,712 
19,021 
26,861 
35,161 

Ｘ 
654,452 

 
Ｘ 
- 
Ｘ 

224,160 
- 
Ｘ 
Ｘ 
Ｘ 

165,716 
974,826 

 
66,670 
30,573 
36,099 
18,507 
40,919 
15,375 
52,972 
156,050 

Ｘ 
70,186 

Ｘ 
501,393 

 
22,348 
64,505 
21,335 
18,543 

Ｘ 
20,532 
18,123 

Ｘ 
177,422 

 
2,560,780 

千円
70,049
71,403
28,295
14,446
39,113
14,923
13,433
251,662

107,984
83,987
48,980
85,686
49,059
45,154

Ｘ
20,303
91,696
19,017
25,901
35,157

Ｘ
651,505

Ｘ
-
Ｘ

223,927
-
Ｘ
Ｘ
Ｘ

165,669
972,984

66,295
30,570
35,915
18,505
40,861
15,360
52,437
156,017

Ｘ
69,962

Ｘ
499,673

22,346
63,391
21,330
18,541

Ｘ
20,213
18,075

Ｘ
175,893

2,551,717

人
96
116
98
71
238
120
36
775

144
91
108
228
120
60
49
84
192
72
92
84
24

1,348

12
-
36
60
-
24
24
46
94
296

182
87
60
45
95
62
108
120
36
93
12
900

48
168
105
36
48
35
60
25
525

3,844

場
5
8
8
7
12
9
2
51

5
2
1
13
2
4
2
5
6
4
4
4
1
53

1
-
2
2
-
2
2
1
9
19

8
2
5
-
3
2
1
6
1
6
-
34

2
6
8
2
1
-
2
2
23

180

場
2
-
1
-
1
2
-
6

-
2
2
2
2
-
-
1
-
-
1
1
-
11

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
1
-
2
-
-
-
3
-
-
-
6

-
-
-
-
1
-
-
-
1

24

場 
- 
2 
- 
- 
4 
- 
1 
7 
 
7 
4 
7 
3 
6 
1 
1 
1 
10 
2 
3 
2 
1 
48 
 
- 
- 
- 
3 
- 
- 
- 
1 
1 
5 
 
6 
5 
- 
2 
3 
2 
10 
1 
2 
3 
1 
35 
 
3 
8 
- 
1 
1 
3 
3 
- 
19 
 

114 

場
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
1

-
-
-
-
-
-
-
-
-

1

場
7
10
9
7
17
11
3
64

12
8
10
18
10
5
3
7
16
6
8
7
2

112

1
-
2
5
-
2
2
2
10
24

14
8
5
4
7
4
11
10
3
9
1
76

5
14
8
3
3
3
5
2
43

319

 (注) この表は、「12(1)課税状況」及び「12(2)関係場数」を税務署別に示したものである。 

 


